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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
を
医
療
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

「
医
療
保
険
者
か
ら
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
を
徴
収
す
る
こ
と
は
健
康
保
険
法
の
立
法
目
的
と
異
な
る
」
と
の
御

指
摘
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
健
康
保
険
制
度
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
五

十
二
条
等
に
規
定
す
る
保
険
給
付
の
ほ
か
、
被
保
険
者
等
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
そ
の
他
の
法
律
の
規

定
に
基
づ
く
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
第
一
条
等
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
二
百
十
三
回
国
会
閣
法
第
二
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
保
険
料
は
、
「
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
前
期
高
齢
者
納
付

金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
介
護
納
付
金
、
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
等
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金

並
び
に
健
康
保
険
組
合
に
お
い
て
は
、
第
百
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
に
充
て

る
た
め
」
（
同
項
）
、
一
体
と
し
て
徴
収
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
保
険
料
の
う
ち
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
納
付



 

２ 

 

に
要
す
る
費
用
に
係
る
部
分
を
取
り
出
し
て
憲
法
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
租
税
に
当
た
る
か
否
か
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
考
え
る
。 


